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エネルギー政策上の位置づけ 



①エネルギー政策の基本的視点   
  “３Ｅ＋S” 
   

   「安全性」が前提 ＋ 「安定供給（エネルギー安全保障）」 
                「コスト低減（効率性）」 
                「環境負荷低減」 
                 を追求・実現 
     

②“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の構築と政策の方向 
 各エネルギー源の強みが活き、弱みが補完される、強靱で、現実的かつ多層的な供給構
造の実現。 

 制度改革を通じ、多様な主体が参加し、多様な選択肢が用意される、より柔軟かつ効
率的なエネルギー需給構造の創出。 

 海外の情勢変化の影響を最小化するための国産エネルギー等の開発・導入の促進によ
る自給率の改善。 

エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針 
（エネルギー基本計画（２０１４年４月）） 
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エネルギー政策の今後の展開 



エネルギーシステム改革の全体スケジュール 
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第１段階 
（広域的運営 

 推進機関設立） 

【電力】 

【都市ガス】 

【市場監視委員会】 

平成27年 
（2015年） 

4月1日 

平成28年 
（2016年） 

4月1日 

平成29年 
（2017年） 

4月1日 

平成32年 
（2020年） 

4月1日 

平成34年 
（2022年） 

4月1日 

第２段階 
（電気の小売 
全面自由化） 

第３段階 
（送配電部門 
の法的分離） 

導管部門 
の法的分離 
（大手３社） 

ガスの小売 
全面自由化 

電力取引監視等 
委員会の設立 

（料金の経過措置期間） 事業者ごとに競争状態
を見極め解除 

ガス・熱供給に 
ついても業務開始 

適正な競争関係が認められない者に対しては 
経過措置として小売料金規制を残す 

【熱供給】 熱供給事業 
の自由化 



（参考）広域的運営推進機関の設立（電力改革第１段階）  

震災時、西日本で電力が余っているにも関わらず、東日本では不足する事態を経験。 
地域を越えた電気のやりとりを容易にし、災害時等に停電を起こりにくくするとともに、全国
大の送電網の増強等を実施していくことが必要。 

 そのための司令塔として、2015年４月に「電力広域的運営推進機関」を全電気事業者
が加入義務がある認可法人として創設済み。電気事業者に対して融通の指示などを行う。 
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【広域的運営推進機関が行った融通指示】 
①2015年4月8日 
 東京電力管内で気温低下等による需要増加に対応するため、東北電力と中部電力に融通を指示。 
②2015年9月26日 
 四国電力管内で気温上昇等による需要増加に対応するため、中国電力に融通を指示。  



（参考）小売の全面自由化（電力改革第２段階） 
 －我が国ではこれまで段階的に自由化を進めてきました－ 

 2000年以降、電力小売について段階的に自由化（新規参入）を実施。 
 この４月からは、一般家庭・コンビニ等向けへの新規参入が可能。一般家庭を含む全て
の需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択可能。 
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【契約kW】 

【2,000kW】 

【500kW】 

【50kW】 

対象需要家 
（イメージ） 

大規模工場 

中規模工場 

小規模工場 
スーパー 
中小ビル 

コンビニ 
町工場 
家庭 

2000年3月～ 2004年4月～ 2005年4月～ 2016年4月～ 

自由化部門 
（電力量26%） 

自由化部門 
（電力量40%） 

全
面
自
由
化 

自由化部門 
（電力量62%） 

 
※電力量は13年度 規制部門 

（電力量74%） 

規制部門 
（電力量60%） 

規制部門 
（電力量38%） 

 
※電力量は13年度 

（注） 

（注）需要家保護のため、経過措置として料金規制を残す。（需要家は、当面、規制料金も選択できる。） 
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既存電力会社Ａ 
送配電（独占の規制部門） 発電（競争部門） 小売（競争部門） 

既存電力会社Ａ 既存電力会社Ａ 

新電力Ｃ 発電事業者Ｂ 

競争相手 競争相手 

同一主体 同一主体 

①自社の発電所の
接続を優先 

中立性を損なう
問題の例 

②託送ルールが適用さ
れない 

③送配電事業で知り得た情報を
自社営業に目的外利用 

（参考）送配電部門の中立化（電力改革第３段階） 
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 電力市場における活発な競争を実現する上では、送配電ネットワーク部門を中立化し、適正な対価
（託送料金）を支払った上で、誰でも自由かつ公平・平等に送配電ネットワークを利用できるように
することが必須。 

 現行の「会計分離」では、発電と送配電の間の社内でのやりとりが法人間の契約として明確にならず、
外部からの検証が難しい、託送ルールが適用されない等の問題がある。 

 このため、２０２０年に発送電の「法的分離」を行い、送配電部門の中立性を高めていく。 



○平成２８年４月１日 
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（参考）熱供給事業改革 
 「熱供給事業」とは、一般的には「地域冷暖房」と呼ばれるもので、一定地域内の建物群に対して 
蒸気・温水・冷水等の熱媒を熱源プラント（ただし熱源設備の加熱能力21ギガジュール/時以上）
から導管を通じて供給する事業のことを言う。 



異分野からの参画 

 

 
 

 
電力会社 

・一般電気事業者 
 （東京電力、関西電力等） 
・卸電気事業者（Jパワー、原電） 
 etc. 

ガス会社 
 ・一般ガス事業者 
  （東京ガス、大阪ガス等） 
 ・ガス導管事業者 
  （INPEX、JAPEX等） 

 etc. 

• 我が国のLNG輸入量のうち、約７割は電
力会社 

• 主要ガス会社は既に430万kw程度の火
力発電を保有（原発4基分） 

• 大手ガス2社の連結営業利益の２～3割
を電力が占める 

＜市場の垣根を撤廃＞ 電力市場 
（従来は地域独占） 

都市ガス市場 
（従来は地域独占） 

※他エネルギーとの競合と未普及
地域が存在 

≪総合エネルギー市場の創出≫ 

ガス会社による
電力・ガスのセッ

ト販売 

電力会社による
電力・ガスの 
セット販売 

異分野サービス
を組み合わせた
電力販売 

異分野サービス
を組み合わせた
ガス販売 

連携・アライアンスの可能性 
連携・アライアンスの可能性 

新規参入 

新規参入 

ＩＴ、自動車等 石油、ＬＰガス等 

国内に閉じることなく、 
海外市場開拓・獲得も目指す 

総合エネルギー市場の創出 
 「光熱費」という言葉があるように、消費者にとってエネルギー市場は一体のもの。他方で、従来、我が
国のエネルギー市場は、電力、ガス、熱等の業態ごとに制度的な「市場の垣根」が存在。 

  （※）石油やＬＰガスは既に参入規制なく、自由な市場 

 一体的な制度改革により「市場の垣根」を撤廃し、エネルギー企業の相互参入や異業種からの新規
参入を進める。これにより、競争によるコスト低廉化を図るとともに、消費者の利便性を向上させる。 

 さらに、国内市場に閉じることなく、総合エネルギー企業による海外市場の開拓・獲得も目指す。 
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コージェネレーション（熱電併給）の意義 
 コジェネは、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により
発電し、その際に生じる排熱も有効に活用することで、高い総合エネルギー効率を実現し、一次エ
ネルギーの削減、CO2削減に資する。 

 さらに、非常時のエネルギー供給の確保（BCP）や、需給ひっ迫時のピークカットにも資する。 

意義① 高いエネルギー効率、省エネ・省CO2 

意義② 非常時対応（BCP） 

意義③ ピークカット 

 石油コジェネや、中圧ガス導管に直接接続されたガスコジェ
ネでは、ブラックアウトスタートを予め可能にしておくことで、非
常時にもエネルギー供給を継続 

   することが可能。 

 排熱を有効に活用する事で、一次エネルギーの削減、
さらにはCO2削減が可能。 

 需要近接地で発電を行うため、少ない送電ロス 
 1MWのコジェネにおいては、約550t／年（省エネした
燃料を天然ガスとした場合）のCO2削減効果がある。 

ピーク時の需給ひっ迫の解消 

コジェネによる 
発電 

排熱の 
空調への活用 

 需給ひっ迫時のコジェネ稼
動によりピーク需要の低減
が可能。 

 さらに、電力で賄われていた
空調むけ電力需要を排熱
により賄うことができれば、さ
らなるピークカットが可能。 

天然ガス、石油等 

電気 ４５～２０％ 
  熱 ３０～６０％ 

総合効率 ７５～８０％ 利用困難な廃熱 ２０～２５％ 

100の 
エネルギー 

ガス製造所・製油所等 
需要地 

（工場・ビル等） 

コジェネ 



コージェネレーションによる一次エネルギー削減効果 
 エネルギーミックスにおける2030年断面の最終エネルギー消費削減寄与分は約5,030万ｋＬである。このう

ち、一次エネルギー消費削減寄与分は754.9万ｋＬである。 

 コージェネレーションの一次エネルギー消費削減寄与分は302.2万ｋＬであり、一次エネルギー消費削減寄
与分全体の約４０％を占めている。 

 また、地球温暖化対策計画においても、コージェネレーションの省エネ見込量が記載されている。 
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エネルギーミックスにおける省エネ見込み 
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2013年 2030年 
省エネ前 

2030年 
省エネ後 

（百万KL） 運輸 家庭 

業務 産業 

コジェネの一次エネルギー消費削減寄与分 
302.2万KL 

産業 業務 家庭 運輸 

最終エネル
ギー消費削
減寄与分 

1,042万kL 1,226万KL 1,160万KL 1,607万KL 

一次エネル
ギー消費削
減寄与分 

754.9万KL 

747.1万kL 7.8万kL 



コージェネレーションの導入見通し（長期エネルギー需給見通し（２０１５年７月）） 

 （ⅰ）これまでの導入トレンドを踏まえた導入量や、（ⅱ）コージェネレーションの新たな活用による追
加的な導入量を想定し、２０３０年時点での導入量は、およそ１，１９０億ｋＷｈ程度。なお、
実際の導入は電気料金や燃料価格（都市ガス、重油等）の動向に大きく左右される。 
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累積設置容量（実績） 

累積設置容量（予測を含む） 

既存トレンドを 
踏まえた導入量 

追加的な導入量 
（新たな活用） 

（ⅱ）追加的な導入量 

① 面的利用 
業務用燃料電池 

 今後の都市再開発等の一部でエネルギーの面的利用が行われ、コジェネを活用。 
 業務用燃料電池が実用化し（2017年）、普及が促進。 

70万kW 
（30億kWh） 

② 余剰電力を売電し、系統で活用 
 電力取引市場の活性化や、アグリゲータビジネス等の新たなビジネスモデルの確立により、
コジェネの余剰電力を系統に売電し、活用する取組が進展。 

 これにより、既存の石油火力発電等が担っていた電力供給の一部を代替。 
（300億kWh） 

③ 家庭用燃料電池 
（エネファーム）  低コスト化が進展し、2030年に530万台が普及。 370万kW 

（160億kWh） 

（ⅰ）既存トレンドを踏まえた導入量 

A) これまでの設置動向を踏まえ、既存の設備が今後一定割合で撤去され、一部がリプレースされる。 
B) 加えて、新規の設置（リプレースを除く）が一定台数行われる。 

1,250万kW 
（700億kWh） 

1,190億kWh 
程度 
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（参考）電力需要・電源構成（長期エネルギー需給見通し（２０１５年７月）） 
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コージェネレーションの現状と課題 
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コジェネの普及に向けた課題と対応の方向性 
 コジェネは一次エネルギー削減に資するものの、需要家はコジェネを導入せずとも、系統電力やボイ
ラ等の熱源機の活用により必要な電気や熱を確保することが可能であり、コジェネの投資回収年数
は燃料費や電気料金等の動向によっても変動することから投資を躊躇することもある。このため、コ
ジェネの普及にはコジェネ導入による経済性の確保が最重要。 
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課題１：経済性の確保 課題２：新たな市場の開拓 

対応策①：技術開発等を通じたコスト低減 

対応策②：政策的措置によるユーザー負担の軽減 

 技術開発等を通じたコスト低減や発電効率・熱
回収効率の向上。 

 補助金や税制などの政策的措置を通じたユー
ザー負担の軽減。 

対応策③：熱・電気の面的融通 

対応策④：業務用燃料電池の実用化 

 スマートコミュニティ等でコジェネを設置し、熱及
び電気を融通して一定の地域内で活用。 

 既存コジェネに比べて発電効率が高く、熱需要
の少ない用途にも活用可能な業務用燃料電池
の実用化。 

対応策⑤：余剰電力取引の活性化 

対応策⑥：コジェネを活用した新たなビジネスモデルの確立 

 コジェネで発電した余剰電力を売電することで追加的なメリットを確保。 

 余剰電力取引は、コジェネ設置者単独で行うことは困難な場合も多いことから、コジェネを活用した新たな
ビジネスモデルの確立によって、コジェネの活用の幅が広がる。 
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（参考）エネファームの現状と課題 
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関連の予算・税制 



コジェネ関連の予算・税制 
生産性向上設備投資促進税制（平成２５年度～） 
５％税額控除又は即時償却【平成２６年１月２０日～平成２８年３月末まで】、 
４％税額控除又は特別償却【平成２８年４月～平成２９年３月末まで】 

コジェネ固定資産税特例の創設（平成２５年度～） 
コージェネレーション設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の３年間、課税標準となるべき価格の５／６に軽減。 
【適用期間：２年間（平成２８年度末まで）】 

地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 
【平成２８年度予算額（４５．０億円）[新規]】 

民生用燃料電池（エネファーム）導入支援補助金 
【平成２８年度予算額（９５．０億円）[新規]】 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
【平成２８年度予算額（５１５．０億円）】 

電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金 
【平成２８年度予算額（１５．０億円）[新規]】 

平
成
２
８
年
度
予
算 
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再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金 
【平成２８年度予算額（４８．５億円）[新規]】 



生産性向上設備投資促進税制 
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→お問い合わせ先：■制度概要及び〔A類型〕／生産性税制コールセンターTEL:03-3501-1565 （平日9:00-12:00,13:00-17:30） 
             ■制度概要及び〔B類型〕／九州経済産業局 企業支援課 TEL:092-482-5435 

→詳細は経済省HPから URL 
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html


コジェネ固定資産税特例の創設 
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    ※コージェネレーション設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の３年間、課税標準と 
      なるべき価格の５／６に軽減。（～平成２８年度末まで） 
  
 →お問い合わせ先：一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センター 
               （TEL 03-3500-1612 、FAX 03-3500-1613）  

URL http://www.ace.or.jp/web/law/law_0030.html 
                   （トップページ >  お役立ち情報 >  法制度・支援策 >  税制優遇）  

（平成２７年度経済産業関係税制改正資料より） 

http://www.ace.or.jp/web/law/law_0030.html
http://www.ace.or.jp/web/law/law_0030.html


地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 

26 



地産地消型エネルギーシステムの意義 
 地産地消型エネルギーシステムは、地域における“熱”の有効活用が中核。 

① 再生可能熱を有効活用するケース（バイオマス熱、地中熱、下水熱 等） 
② 未利用エネルギーを有効活用するケース（工場排熱、未利用ガスの活用 等） 
③ 熱需要が比較的大きい複数の需要家群においてコジェネの特性を活かすケース 

• 地域固有の特性 
 供給サイド：再生可能熱（地中熱、下水熱等）や未利用エネルギー（工場排熱等） 
  ⇒ 熱エネルギーは遠隔地への供給が困難であるため、地消する必要。 
 需要サイド：熱需要の大きい需要家群 
  ⇒ コジェネから生じる熱を最大限利用できる一定範囲の地域に存在する需要家群をつなぐ必要。 

地域のエネルギー源（主に熱）を個々の需要家にとどまらず複数の需要家群で融通することにより、 
①地域毎の特性を活かしつつ、②効率的なエネルギー利用を実現するエネルギーシステムを確立する。 
この結果、１次エネルギーを最大限有効活用（＝高い省エネルギー率）するとともに、非常時のエネル
ギー供給の確保、系統負荷の軽減等のメリットを有する。 

地産地消の具体的なケース 
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 ・エネルギーシステムモデル構築事業（応募受付：H28.4.18(月)～8.22(月)17時必着） 
                                      ～ 一次締切：5.23(月)17時必着        
   【補助率：民間会社、または任意団体等 １／２以内】 
   【補助率：地方公共団体と共同実施する民間会社、または任意団体等 ２／３以内】 

 ・再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業 
（応募受付：H28.4.19(火)～4.26(火)17時必着） 

   【補助率：※平成26年度(補正)からの継続事業が対象 １／２以内】 

→お問い合わせ先：一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会  業務第一グループ 構想普及支援事業担当  
   FAX：03-3984-8006（※お問い合わせはＦＡＸでお願いいたします） 
   URL：http://www.nepc.or.jp/topics/2016/0418_1.html 

→お問い合わせ先：一般社団法人 低炭素投資促進機構 スマートコミュニティ業務推進部  
    メール：mailto:smart@teitanso.or.jp（※お問い合わせは電子メールでお願いいたします） 
    URL：http://www.teitanso.or.jp/index 

→お問い合わせ先：一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 業務第一グループ 
                                         再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業担当  
   FAX：03-3984-8006（※お問い合わせはＦＡＸでお願いいたします） 
   URL：http://www.nepc.or.jp/topics/2016/0419.html    

 ・事業課可能性調査【補助率：定額（1,000万円以内）】 ～ 一次締切：5.16(月)12時必着 
 ・マスタープラン策定 【補助率：定額（3,000万円以内）】 ～ 一次締切：6.30(木)12時必着 

(1)構想普及支援事業（応募受付：H28.4.18(月)～8.8(月)12時必着） 

(2)地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業 

http://www.nepc.or.jp/topics/2016/0418_1.html
http://www.nepc.or.jp/topics/2016/0418_1.html
mailto:smart@teitanso.or.jp
http://www.teitanso.or.jp/index
http://www.teitanso.or.jp/index
http://www.teitanso.or.jp/index
http://www.nepc.or.jp/topics/2016/0419.html
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エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

30 

→お問い合わせ先：一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第一グループ 
              TEL：03-5565-4463＜受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）＞ 
              URL：https://sii.or.jp/cutback28/  

（※平成28年5月末公募開始予定～） 

https://sii.or.jp/cutback28/


電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金 
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→お問い合わせ先：一般社団法人 都市ガス振興センター事業部 ＣＧＳ普及促進グループ 
               TEL：03-6435-7694＜受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00＞ 
               URL：http://www.gasproc.or.jp/corgene/gaiyou.html 
                    （募集期間：H28.4.25(月)～H28.5.31(火)必着） 

http://www.gasproc.or.jp/corgene/gaiyou.html


（参考）電気・熱エネルギー高度利用支援事業費補助金要件 
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民生用燃料電池（エネファーム）導入支援補助金 
省エネルギー・新エネルギー部 
燃料電池推進室 
03-3501-7807 
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→お問い合わせ先：一般社団法人 燃料電池普及促進協会 補助金事業センター 
               電話：０３－５４７２－１１９０ 
               ＜受付時間：月～金までの10:00～12:00、13:00～17:00（祝日、12/17、12/28～1/4 を除く）＞  
               URL：http://www.fca-enefarm.org/subsidy28/subsidy.html 

（募集期間：H28.4.11(月)～H29.1.31(火)） 

http://www.fca-enefarm.org/subsidy28/subsidy.html


省エネルギー・新エネルギー部 
燃料電池推進室 
03-3501-7807 
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（参考）エネファーム導入支援補助金 補助スキームの基本型 
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→お問い合わせ先： 
 ■補助率１／３以内 等 【経済省予算分】：一般社団法人環境共創イニシアチブ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金担当 
        TEL:03-5565-3850＜受付時間：平日10:00～12:00、13:00～17:00＞ 
        URL：https://sii.or.jp/re_energy28/（応募受付：H28.4.28(木)～最終H28.9.9(金)17時必着） 
 
 ■補助率２／３以内 等 【環境省予算分】：公益財団法人日本環境協会（「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」(予算額60億円)）                  
        メール：saiene@japan.email.ne.jp （※お問い合わせは電子メールでお願いいたします）                     
        URL：https://www.jeas.or.jp/activ/prom_16_00.html（応募受付：H28.5.2(月)～H28.6.10(金)17時30分必着） 

https://sii.or.jp/re_energy28/
mailto:saiene@japan.email.ne.jp
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－ご清聴ありがとうございました－ 
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